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厚生労働省

滋 賀 労 働 局
働きやすい滋賀をめざして

   

 

 

 

 

 
 

監督指導対象の7.2％の事業場で滋賀県最低賃金を下回る 
～パート・アルバイトの割合は83.7％と過去５年間で最高～ 

 

滋賀労働局（局長 辻 知之）の管内の労働基準監督署(大津、彦根、東近江)が、平成

27 年１月から３月までの間に、県内 251 事業場に対して実施した「最低賃金の履行確保

を主眼とする監督指導」の結果を取りまとめましたので、公表します。 
 

【ポイント】 
 
１ 監督指導結果の概要 

 監督指導実施期間   平成 27 年１月から３月までの３か月間※ 

 監督指導実施事業場数   251 事業場 

うち滋賀県最低賃金に関する最低賃金法違反事業場数  18 事業場【違反率 7.2％】 

 違反事業場における最低賃金未満の労働者数及び特徴 

違反事業場における最低賃金未満の労働者数は 43 人であり、同事業場の全労働者数

（352 人）に占める割合は 12.2％となっています。 

また、違反事業場における最低賃金未満の労働者(43 人)のうち、パート・アルバイト

は 36 人の 83.7％で、過去５年間で最高となりました。 

 上記違反事業場における最低賃金の認識 

 滋賀県最低賃金額を知っていた  ７事業場（38.9％） 

 同最低賃金額は知らないが適用されることは知っている  ８事業場（44.4％） 

 同最低賃金が適用されることは知らなかった  ３事業場（16.6％） 
※ 滋賀県最低賃金は例年 10 月頃に改定されますので、２か月程度の周知期間が経過した翌年１月から３月までの

間に、改定後の最低賃金額以上の賃金が支払われているかを主眼とした監督指導を実施することとしています。 
 
２ 今後の対応 

・  滋賀県最低賃金額の改定(平成 27 年 10 月８日から時間額 764 円[改定前 746 円]に改定)

前後に様々な周知広報を実施しましたが、最低賃金額を知らない事業場が約６割あっ
たことや違反事業場においてパート・アルバイトが多くを占めていることを踏まえ、

引き続きリーフレット※の配布等による周知広報を実施します。 
※ パート・アルバイトにも最低賃金の適用があることを記載しています。  

・  滋賀県最低賃金が時間額 764 円に改定されたことや、最低賃金額を知っていたにも
かかわらず、当該最低賃金額以上の賃金を支払っていない事業場が約４割あったこと
を踏まえ、滋賀県内の事業場に対し、滋賀県最低賃金額以上の賃金が支払われている
かを主眼とした監督指導を、平成 28 年１月から３月までの間に集中的に実施します。 

 

【添付資料】 

・ 最低賃金法の条文(地域別〈滋賀県〉最低賃金に関する部分) 

・ 滋賀県最低賃金(時間額 764 円)の周知広報リーフレット 
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≪最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果の詳細≫ 

 
 
１ 最低賃金法の違反事業場数及び違反率等の推移  
  最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導の実施事業場数並びに滋賀県最低賃金に

関する最低賃金法の違反事業場数及び違反率の推移は、以下のとおりです。 

 

 
 
２ 違反事業場における最低賃金未満の労働者の内訳及び特徴  
  平成 27年１月から３月までに実施した最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導に

おいて、滋賀県最低賃金に関する最低賃金法違反が認められた事業場における最低賃

金未満の労働者の内訳は、以下のとおりです。 

  違反事業場における最低賃金未満の労働者のうち、パート・アルバイトは 36 人の

83.7％となっています。 
 
 違反事業場における最低賃金未満の労働者数 43 人 

【違反事業場における全労働者数（352 人）に占める割合は 12.2％】 
 

 うち 18 歳未満        2 人（ 4.7％） 

 うち 65 歳以上       16 人（37.2％） 

 うち女性労働者       30 人（69.8％） 

 うちパート・アルバイト   36 人（83.7％） 

 うち障害者         ２人（ 4.7％） 
 

※ 延べ件数 
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３ 最低賃金未満の労働者に占めるパート・アルバイト数とその割合の推移 

  違反事業場における最低賃金未満の労働者のうち、パート・アルバイトの数及びそ

の割合の推移は以下のとおりです。パート・アルバイトの割合は年々増加しており、

平成 27 年は過去５年間で最高となりました。 

 

 
 
４ 業種別の違反事業場数及びその割合  
  平成 27年１月から３月までに実施した最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導に

おいて、滋賀県最低賃金に関する最低賃金法違反が認められた業種別の事業場数及び

その割合は、以下のとおりです。 
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業  種 違反事業場数 

製造業 12（66.7％） 
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接客娯楽業 ２（11.1％） 

清掃・と畜業 １（ 5.6％） 



最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）の条文（抄） 

（地域別〈滋賀県〉最低賃金に関する部分） 

 
 
（最低賃金額）  

第三条 最低賃金額（最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。）は、

時間によつて定めるものとする。  

 

（最低賃金の効力）  

第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の

賃金を支払わなければならない。  

２ 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達

しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、

無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。  

３・４（略）  

 

（地域別最低賃金の原則）  

第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低

賃金（一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。）は、あまねく全国各地域

について決定されなければならない。  

２・３（略） 

 

（地域別最低賃金の決定）  

第十条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金

審議会又は地方最低賃金審議会（以下「最低賃金審議会」という。）の調査審議

を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。  

２（略） 

 

（地域別最低賃金の改正等）  

第十二条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域

における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して

必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をし

なければならない。  

 

（労働基準監督官の権限）  

第三十二条 労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度におい

て、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に

質問をすることができる。  

２・３（略）  

 

（罰則） 

第四十条 第四条第一項の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用され

る特定最低賃金に係るものに限る。）は、五十万円以下の罰金に処する。  



滋賀県最低賃金

平成27年10月8日から

764　18円UP

最低賃金に関するお問い合わせは滋賀労働局または最寄りの労働基準監督署へ




